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１ 八尾市の概況 

 

 本市は、信貴、生駒の山なみに連なる高安山とその麓に広がる広大な河内平野を有し、大都市

の近隣としては、稀な自然環境に恵まれたまちであり、昭和２３年の市制施行以来、住宅と産業

をあわせもつ都市として発展しながら現在に至っている。 

 市域面積は、４１．７１ｋ㎡、人口は、２７２，４６９人、世帯数は、１１６，７８６世帯で

ある（平成２１年３月３１日現在）。 

 本市の農業について、農家戸数や経営耕地面積は、減少傾向を示しているが、野菜類、花き・

花木、植木類等は、本市の特産品として評価が高い。 

 工業については、金属・機械・プラスチック・電気機械器具製造等を中心とした中小企業が多

い。 

 商業については、近鉄八尾駅周辺におけるデパートを中心とした販売・サービス業の集積、大

型スーパーマーケットや専門店、コンビニエンスストア等の進出が目立ってきている。 

 

 

２ 清掃事業の沿革 

 

 

昭和２３年   ４月 

 

 

 

昭和２３年 １１月 

 

 

 

昭和２４年   ３月 

 

昭和２５年   ５月 

 

昭和２９年   ４月 

 

 

 

 

 

 

昭和２９年 １１月 

 

 

 

 

 

 

昭和３０年   ２月 

 

昭和３０年   ４月 

 

 

八尾市制施行(南河内郡八尾町、龍華町、久宝寺村、大正村及び西郡村が合併)。 

ごみの処理は、自家処理(農家)や個人業者の収集、運搬及び埋立地投棄がおこなわれていた。 

し尿の汲取処分は、自家処分や個人経営により農家還元がおこなわれていた。 

 

「八尾市塵芥処理条例」及び「八尾市塵芥処理手数料条例」を制定。 

ごみの週 1回収集 手数料 月額 20円 

衛生課に清掃監督を設置し、旧町村毎の業務を統轄。 

 

「八尾市墓地使用条例」を制定。 

 

「八尾市火葬場使用料条例」を制定。 

 

「清掃法」公布。 

「八尾市清掃条例」を制定。 

「八尾市清掃条例施行規則」を制定。 

ごみ処理の手数料を変更。 

収集手数料 月額 30円 

肩引き車を廃止。 

 

し尿処理の手数料を定め、汲取業者に 6業者を許可。 

し尿汲取手数料(一般家庭) 

便槽 1個につき 3人以下の世帯 月額 40 円 

4 人以上の世帯 月額 50円 

特殊手数料    36 リットルにつき   10 円 

(官公庁、会社商店、寄宿舎、興行場、旅館、アパート、食堂、遊技場、共同便所、その他)

 

河内市大字福万寺及び上之島の区域を編入。 

 

中河内郡南高安町、高安村及び曙川村と合併。 
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昭和３２年   ４月 

 

 

 

 

 

 

 

昭和３５年   ４月 

 

 

 

昭和３６年   ４月 

 

昭和３６年   ９月 

 

昭和３７年   ４月 

 

 

 

 

 

 

昭和３７年   ５月 

 

昭和３７年   ６月 

 

昭和３８年   ８月 

 

昭和３９年   ４月 

 

 

昭和３９年   ６月 

 

 

昭和３９年   ８月 

 

 

 

 

昭和３９年 １０月 

 

昭和４０年   ４月 

 

 

昭和４１年   ４月 

 

昭和４１年   ５月 

 

昭和４１年   ６月 

 

昭和４１年   ７月 

 

昭和４１年   ９月 

 

 

 

南河内郡志紀町と合併。 

し尿処理の手数料を変更。 

１ 普通手数料 

3人以下の世帯  月額 50 円 

5 人以下の世帯  月額 70 円 

6 人以上 1人増すごとに 10 円 

２ 特殊手数料 18リットルにつき 10円 

 

ごみ処理の手数料を変更。 

一般家庭 4人まで 月額 40円 

5 人以上 月額 50 円 

 

「大阪市並びに八尾市の行政上の協力に関する協定書」を調印。 

 

八尾市清掃協同組合設立。 

 

「八尾市立衛生処理場条例」を制定。 

し尿処理の手数料を変更。 

１ 普通手数料 

3人以下の世帯 1回につき 70円 

4 人以上 1人増すごとに   20 円 

２ 特殊手数料 18リットルにつき 15円 

 

「八尾市立衛生処理場条例施行規則」を制定。 

 

衛生処理場第一工場が完成。 処理能力 90キロリットル/日 

 

清掃課を設置し、ごみ処理の手数料収納業務を収税課より移管。 

 

松原市若林町及び大堀町の区域のうち、大和川の中心線以北の区域を編入。 

埋立処分地の作業能率向上のためブルドーザーを購入。 

 

「八尾市墓地使用条例施行規則」を制定。 

衛生課より衛生処理場を設置。 

 

「八尾市火葬場使用料条例」を改正し、「八尾市火葬場条例」に変更。 

「八尾市墓地使用条例」を改正し、「八尾市墓地条例」に変更。 

「八尾市墓地使用条例施行規則」を改正し、「八尾市墓地条例施行規則」に変更。 

八尾市立衛生処理場運営審議会を設置。 

 

「大阪市・八尾市ごみ共同焼却処理に関する覚書」を交換。 

 

山城町一丁目他 2地区 600 世帯をモデル地区に指定し、ごみの週 2回収集を試行。 

機材整備 5ヶ年計画を策定し、四輪特殊架装車を購入。 

 

不法投棄処理専用車(ユニックローダー)を購入。 

 

大阪市 清掃局 八尾工場(焼却工場)が完成、9月より稼動。 基準能力 450t/24 時間 

 

衛生処理場第一工場を増設。 処理能力 135キロリットル/日 

 

大阪市と「八尾工場のごみ焼却に関する協定」を締結。 

 

ごみの週 2回収集のモデル地区を拡大(3,000 世帯)。 

市内の一部でダストボックス収集方式を開始。 

 



 ３

 

昭和４２年   ４月 

 

昭和４２年   ５月 

 

 

 

 

昭和４３年   ３月 

 

昭和４３年   ４月 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和４３年 １０月 

 

 

昭和４５年   １月 

 

 

昭和４５年   ３月 

 

 

昭和４５年   ４月 

 

 

 

 

昭和４５年 １２月 

 

昭和４７年   ３月 

 

 

 

昭和４７年   ４月 

 

 

 

 

 

昭和４７年   ５月 

 

昭和４７年 １２月 

 

昭和４８年   ２月 

 

昭和４８年   ７月 

 

昭和４８年 １０月 

 

昭和４８年 １１月 

 

 

死獣処理専用車を購入。 

 

小型バキューム車(500リットル)を購入、八尾市清掃協同組合に無償で貸与。 

八尾市清掃協同組合保有台数 

1.8 キロリットル積載車 24 台 

0.5 キロリットル積載車  1 台 計 25台 

 

「八尾市火葬場条例」を全部改正。 

 

し尿処理の手数料を変更。 

１ 普通手数料 

3人以下の世帯 1回につき 100円 

6 人以下の世帯 1回につき 150円 

7 人以上の世帯 1回につき 200円 

２ 特殊手数料  18リットルにつき 25円 

衛生処理場の使用料を変更。 

し尿浄化槽汚泥 180リットルにつき 20円 

 

ごみの週 2回定曜日収集を全市域で実施。 

高美町五丁目に清掃庁舎が完成。 

 

衛生処理場の地盤沈下防止のため、地下水の汲み上げを中止し、府営工業用水(5,000t/日)に切

替。 

 

衛生処理場第二工場が完成。  130 キロリットル/日 

衛生処理場第一工場と第二工場をあわせた処理能力 265 キロリットル/日 

 

一般家庭のごみ手数料を無料化。 

営業用手数料 

ポリ容器 45リットル入り 1個 月額   200 円 

ダストボックス     1 個 月額 2,500 円 

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法・廃掃法)」公布。 

 

「八尾市清掃条例」を全部改正し、「八尾市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」を制定。 

「八尾市清掃条例施行規則」を全部改正し、「八尾市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規

則」を制定。 

 

ごみ処理の手数料を変更。 

営業用手数料 

ポリ容器 45リットル入り 1個 月額  200 円 

ダストボックス      1 個 月額 4,500 円 

臨時収集 1tにつき          4,000 円 

 

粗大ごみの月 1回定曜日収集を開始。 

 

清掃庁舎を増築。 

 

清掃制度改善委員会を設置。汲取業者の公社化の検討を開始。 

 

廃棄物破砕工場が完成。 処理能力 100t/5 時間 

 

衛生処理場両工場を増改築。 処理能力 380キロリットル/日 

 

清掃改善対策室を設置。 
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昭和４９年   ４月 

 

 

 

 

昭和５０年   ４月 

 

 

昭和５０年   ６月 

 

昭和５０年   ７月 

 

 

昭和５０年   ８月 

 

昭和５１年   ２月 

 

昭和５１年   ３月 

 

昭和５１年   ４月 

 

 

昭和５１年   ８月 

 

昭和５４年   ５月 

 

昭和５４年 １０月 

 

 

 

 

 

 

 

昭和５５年   １月 

 

 

昭和５５年   ４月 

 

 

 

 

昭和５５年   ７月 

 

昭和５８年   ５月 

 

昭和５９年   ２月 

 

 

昭和６１年   ４月 

 

昭和６２年   ４月 

 

平 成 元 年   ４月 

 

 

し尿処理の手数料を変更。 

１ 普通手数料 世帯割 月額  200 円 

人頭割  1人 1回 50円 

２ 従量制   18 リットル   80 円 

 

ごみ処理の手数料を変更。 

終末処分のみ 3,000 円 

 

「八尾市火葬場条例施行規則」を制定。 

 

保健衛生部を生活環境部に名称変更。 

清掃改善対策室を廃止。 

 

財団法人八尾市清協公社設立。し尿収集業務等を委託。 

 

八尾市公害対策審議会に「八尾市の環境保全に関する方策について」諮問。 

 

「八尾市あき地の適正管理に関する条例」を制定。 

 

衛生処理場の使用料を変更。 

し尿浄化槽汚泥 1.8キロリットル 500円 

 

「八尾市あき地の適正管理に関する条例施行規則」を制定。 

 

廃棄物処理施設対策室を設置。 

 

ごみ処理の手数料を変更。 

事業系一般廃棄物 

週 2回収集  ポリ容器 45リットル入り 1個 月額  300 円 

週 3回収集  ポリ容器 45リットル入り 1個 月額 1,000 円 

週 4回収集  ポリ容器 45リットル入り 1個 月額 1,500 円 

週 5回収集  ポリ容器 45リットル入り 1個 月額 2,500 円 

週 6回収集  ポリ容器 45リットル入り 1個 月額 3,000 円 

 

市内の一部(長池地区福祉委員会傘下25町会3,100世帯)をモデル地区とし、ごみの分別収集(「可

燃」「不燃」「粗大」)及び有価物集団回収奨励金交付制度を試行。 

 

し尿処理の手数料を変更。 

１ 普通手数料 世帯割 月額  300 円 

人頭割 1人 1回 150 円 

２ 従量制   18 リットル   120 円 

 

市内全域でごみの分別収集及び有価物集団回収奨励金交付制度(1kg 当たり 2円)を実施。 

 

「浄化槽法」公布。 

 

不燃物処理資源化施設(リサイクルプラザ)が完成。 処理能力 30t/5 時間 

廃棄物破砕工場とリサイクルプラザをあわせて廃棄物処理センターに名称変更。 

 

生活環境部と市民経済部を統合し、市民生活部として改編。 

 

有価物集団回収奨励金を 1kg当たり 3円に改正。 

 

有価物集団回収奨励金を 1kg当たり 4円に改正。 

 

 



 ５

 

平 成 元 年 １２月 

 

平 成 ３ 年   ４月 

 

 

平 成 ４ 年   ４月 

 

 

 

平 成 ４ 年 １０月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平 成 ５ 年   ３月 

 

 

平 成 ５ 年   ４月 

 

 

平 成 ５ 年   ６月 

 

平 成 ５ 年 １１月 

 

平 成 ６ 年 １０月 

 

 

平 成 ７ 年   ３月 

 

 

平 成 ７ 年   ６月 

 

平 成 ８ 年   ３月 

 

 

平 成 ８ 年   ４月 

 

 

 

衛生処理場更新検討委員会を設置。 

 

「再生資源の利用の促進に関する法律(改正後名称:資源の有効な利用の促進に関する法律)」公

布。 

 

市民生活部を環境部と市民部に再編。 

清掃事業所をごみ減量課と清掃事業所に分課。 

廃棄物処理施設対策室を廃止。 

 

ごみ及びその他の廃棄物処理の手数料を変更。 

１ 事業用手数料 

週 2回収集 ポリ容器 45リットル入り 1個 月額  600 円 

週 3回収集 ポリ容器 45リットル入り 1個 月額 2,000 円 

週 6回収集 ポリ容器 45リットル入り 1個 月額 6,000 円 

２ 事業用以外の臨時手数料 

積載量 1tにつき 6,000 円 

ただし、収集及び運搬を除く終末処分のみの場合は、1tにつき 4,000 円 

３ その他の廃棄物 

犬、猫等の死体 1匹につき 2,000 円 

ただし、収集及び運搬を除く終末処分のみの場合は、1匹につき 1,000 円 

し尿処理の手数料を変更。 

１ 普通手数料 世帯割 月額  400 円 

人頭割 1人 1回 200 円 

２ 従量制   18 リットル   160 円 

 

「八尾市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」を全部改正し、「八尾市廃棄物の減量及び適正処

理に関する条例」を制定。 

 

「八尾市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則」を全部改正し、「八尾市廃棄物の減量及

び適正処理に関する条例施行規則」を制定。 

 

生ごみ堆肥化容器(コンポスト)購入費助成金交付制度を実施。 

 

「環境基本法」公布。 

 

美園地区周辺(美園地区・久宝寺地区・八尾第２地区福祉委員会傘下23町会約3,000世帯)をモデ

ル地区とし、ごみの5種分別(「可燃」「資源」「埋立」「複雑」「粗大」)を指定袋制により試行。 

 

大阪市 環境事業局 八尾工場の新工場が完成、翌月より稼動。 基準能力 600t/24 時間 

衛生処理場の新処理場が完成。 処理能力 275キロリットル/日 

 

「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)」公布。

 

一般廃棄物最終処分場が完成。 

敷地面積 19,733 ㎡ 埋立地面積 12,300 ㎡ 全体容量 70,000ｍ3 

 

ごみ減量課、清掃事業所、衛生処理場を環境事業課、環境施設課に再編。 

環境事業課ごみ政策室を設置。 
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平 成 ８ 年 １０月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平 成 ９ 年   ４月 

 

 

 

平 成 ９ 年   ９月 

 

平 成 ９ 年 １０月 

 

平 成 ９ 年 １１月 

 

 

平成１０年   ６月 

 

平成１０年 １０月 

 

 

 

 

平成１１年   ５月 

 

 

平成１１年 １０月 

 

 

平成１２年   ２月 

 

平成１２年   ３月 

 

平成１２年   ４月 

 

 

 

平成１２年   ６月 

 

平成１３年   ４月 

 

ごみの 5種分別指定袋制(「可燃」「資源」「埋立」「複雑」「粗大」)を全市民協力のもとに実施。

事業用ごみ手数料 

ア 基本手数料 

可燃収集 1回 1袋につき    100 円 

可燃以外の収集 1回 1袋につき 60 円 

イ 特別手数料 

可燃収集が週 3回のとき 1袋につき月額 1,000 円 

可燃収集が週 6回のとき 1袋につき月額 4,000 円 

週2回の可燃収集をする事業者に対しては、基本手数料のみを徴収し、週3回以上の可燃収

集をする事業者に対しては、基本手数料のほか収集回数に応じて特別手数料を徴収する。 

生ごみ堆肥化ぼかし容器貸与制度を実施。 

 

「容器包装リサイクル法」一部施行。 

有価物集団回収奨励金を 1kg当たり 5円に改正。 

環境事業課管理係、推進係をごみ政策室と業務係に統合。 

 

一般廃棄物最終処分場にペットボトル減容機を設置し、ストックヤードの整備をおこなう。 

 

市役所本庁舎、各出張所及び清掃庁舎の計 12ヶ所を拠点として、ペットボトルの回収を実施。

 

八尾市ごみ減量・リサイクル推進連絡協議会設立。翌月より販売店等によるペットボトルの回収

開始。 

 

「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」公布。 

 

清掃庁舎の土曜閉庁に伴いごみ収集曜日を変更。 

有価物集団回収事業回収業者報償金制度を実施。 

大阪府廃棄物減量化・リサイクル推進会議との共催により、環境啓発イベント「リサイクルフェ

ア'98大阪 inやお」を総合体育館(ウィング)にて開催。 

 

市役所本庁舎、各出張所及び清掃庁舎の計 12ヶ所を拠点として、充電式電池(二次電池)の回収

を実施。 

 

八尾市ごみ減量・リサイクル推進連絡協議会により、八尾市ごみ減量・リサイクル推進店(ごみ

減量とリサイクルに取り組むお店)認定制度を実施。 

 

「八尾市廃棄物減量等推進審議会規則」を制定。 

 

八尾市廃棄物減量等推進審議会を設置。 

 

「容器包装リサイクル法」完全施行。 

環境事業課ごみ政策室と環境総務課の企画・総務部門を統合して、環境政策室を設置。 

家庭用電動生ごみ処理機購入助成金交付制度を実施。 

 

「循環型社会形成推進基本法」公布。 

 

「家電リサイクル法」施行。 

粗大ごみ等の電話等による予約制度を実施。 

事業用以外のごみ手数料 

臨時手数料(特定家庭用機器廃棄物を除く) 

積載量 1tにつき 6,000 円 

ただし、収集及び運搬を除く終末処分のみの場合は、1tにつき 4,000 円 

特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬手数料 

1個につき 2,500 円 

 

 



 ７

 

平成１３年   ９月 

 

平成１３年 １０月 

 

平成１３年 １１月 

 

平成１３年 １２月 

 

平成１４年   ２月 

 

 

平成１４年 １２月 

 

平成１５年  ６月 

 

 

平成１５年  ９月 

 

平成１６年  ６月 

 

平成１６年 １２月 

 

平成１７年  １月 

 

平成１７年  ９月 

 

 

平成１８年  ６月 

 

平成１９年  ２月 

 

平成１９年  ５月 

 

平成２０年  ４月 

 

平成２０年  ６月 

 

平成２０年  ９月 

 

平成２０年 １２月 

 

「八尾市火葬場条例」を改正し、「八尾市斎場条例」に変更。 

 

八尾市廃棄物減量等推進審議会より「施設整備への対応に関する中間報告」中間答申。 

 

八尾市立斎場が完成。翌年 2月より供用開始。 

 

「八尾市火葬場条例施行規則」を改正し、「八尾市斎場条例施行規則」に変更。 

 

八尾市廃棄物減量等推進審議会より「一般廃棄物の減量及び適正処理等に関する基本方策につい

て」答申。 

 

八尾市廃棄物減量等推進審議会に「八尾市一般廃棄物処理基本計画(ごみ編)」について諮問。 

 

「八尾市墓地条例」を全部改正（施行日は平成１５年７月）。 

「八尾市墓地条例施行規則」を全部改正（施行日は平成１５年７月）。 

 

「八尾市一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）」を策定。 

 

「八尾市納骨堂条例」を制定（施行日は平成１７年１月）。 

 

「八尾市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」を全部改正（施行日は平成１７年１０月）。

 

「八尾市納骨堂条例施行規則」を制定。 

 

「八尾市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則」を全部改正（施行日は平成１７年１

０月）。 

 

事業系一般廃棄物（可燃）収集運搬業許可制度の運用を開始。 

 

八尾市廃棄物減量等推進審議会に「八尾市一般廃棄物処理基本計画(ごみ編)」について諮問。 

 

八尾市廃棄物処理センター建替工事に着工。 

 

環境部と市民産業部を統合し、経済環境部として再編。 

 

（仮称）八尾市立リサイクルセンターの試験運転開始。 

 

八尾市廃棄物減量等推進審議会より「八尾市一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）」について答申。

 

「八尾市立リサイクルセンター学習プラザ条例」を制定（施行日は平成２１年５月）。 
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３ 資源循環課・環境事業課・環境施設課 事務分掌（平成２１年４月１日現在） 

 

 資源循環課 

□ 減量推進係 

 ① 一般廃棄物処理計画に関すること。 

 ② ごみ処理事業の調査、研究及び統計に関すること。 

 ③ ごみ減量化及び再資源化に係る企画、立案、啓発及び推進に関すること。 

④ 八尾市廃棄物減量等推進審議会に関すること。 

⑤ 大阪市環境局等に係る連絡調整に関すること。 

 ⑥ 有価物集団回収に関すること。 

 ⑦ 指定ごみ袋に関すること。 

 

□ 指導係 

 ① 一般廃棄物処理業（し尿及び浄化槽汚泥を除く。）の許可に関すること。 

 ② 事業系ごみの適正処理対策及び指導に関すること。 

  

 環境事業課 

□ 庶務係 

 ① 作業中の事故及び災害の処理に関すること。 

 ② あき地管理の調査及び指導に関すること。 

 ③ 環境衛生の啓発及び向上並びに衛生害虫等の駆除に関すること。 

 ④ 清掃庁舎の管理に関すること。 

 ⑤ ごみ処理の申込みに係る受付及び処理に関すること。 

 ⑥ ごみ処理手数料の徴収に関すること。 

 ⑦ 作業用自動車の維持管理に関すること。 

 

□ 業務推進係 

 ① ごみ処理事業の実施に関すること。 

 ② 臨時収集及び不法廃棄の処理に関すること。 

 ③ ごみ収集作業の指導に関すること。 

 ④ ごみ処理手数料の査定に関すること。 

⑤ 作業用自動車の運行管理に関すること。 

 ⑥ ごみの分別排出の指導及び環境教育に関すること。 

 

 環境施設課 
□ 施設管理係 
 ① 搬入ごみの受付、処理処分及び手数料徴収に関すること。 
 ② リサイクルセンター（市立リサイクルセンター学習プラザを含む。）の管理運営に関すること。 
 ③ 廃棄物最終処分場の管理運営に関すること。 
 ④ 市立衛生処理場の管理運営に関すること。 
⑤ し尿収集に関すること。 

 ⑥ 財団法人八尾市清協公社の監督及び指導に関すること。 
 ⑦ し尿及び浄化槽汚泥に係る一般廃棄物処理業の許可に関すること。 
 ⑧ 浄化槽清掃業等の許可に関すること。 
 ⑨ 公衆便所の管理に関すること。 
 ⑩ 市立墓地、市立斎場及び市立納骨堂に関すること。 
 ⑪ 環境施設の整備に関すること。 
 ⑫ 八尾市柏原市火葬場組合に関すること。 
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４ 職員数（清掃事業関係）                 （平成２１年４月１５日現在） 

 部  

 

長 

理  

 

事 

次  

 

長 

課  

 

長 

参

事

課

長

補

佐

係 

 

長

主

査

副

主

査

主 

 

事

作

業

長

主

任

技

能

員

主

任

労

務

員 

副

主

任

技

能

員 

副

主

任

労

務

員 

一

般

職

労

務

員 

再

任

用

職

員

合

 

計

資源循環課 ― ― ― １ 1 1 2 0 1 1 1 2 1 0 1 0 1 13

 減量推進係 － － － － － － 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4

 指 導 係 － － － － － － 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 6

         

環境事業課 ― ― ― 1 0 3 5(1) 1 1 0 6 46 18 9 52 8 12 162

 庶 務 係 － － － － － － 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 5

 業務推進係 － － － － － － 4(1) 0 0 0 6 45 17 9 52 8 12 154

         

環境施設課  ― ― 1 0(1) 1 3 1(2) 2 1 0 3 1 0 0 0 0 4 17

 施設管理係 － － － － － － 0(2) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5

 リサイクル 

 センター 

－ － － － － － 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3

 最終処分場 － － － － － － 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 4

 斎   場 － － － － － － 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2

        

経済環境部 1 1 3 2(1) 2 7 8(3) 3 3 1 10 49 19 9 53 8 17 196

 

（注）・部長・理事・次長については、経済環境部の行にのみ記載。 

   ・課長兼務の次長については、課の行の次長の欄に記載し、課長の 

    の欄には括弧内で記載。 

   ・係長事務取扱の参事及び係長兼務の課長補佐については、課の行の参事及び課長補佐 

    の欄に記載し、係長の欄には括弧内で記載。また、係の行にも括弧内で記載。 

   ・環境事業課の課長補佐の欄には業務長を、係長の欄には技能長を含む。 

   ・場長は係長欄に記載。 

   ・新規採用職員・再任用職員を含む。 

   ・部及び課の行の合計については、括弧内の数字を含まない。 

    但し、係の行の合計については括弧内の数字を含む。 

 



５．八尾市清掃事業関係（ごみ・し尿担当）機構の変遷（昭和58年度～平成21年度）
（平成２１年４月１日現在）

部 室（所） 課 室 係

市民生活部

廃棄物処理
施設対策室

清掃事業所

廃棄物処理センター

業務第一係

業務第二係

廃棄物処理
施設対策室

庶務係

事業管理係

衛生処理場

業務第一係

業務第二係

廃棄物処理センター

衛生処理場

庶務係生活環境部 清掃事業所

事業管理係

業務第二係

衛生処理場

廃棄物処理
施設対策室

生活環境部 清掃事業所 庶務係

事業管理係

業務第一係

年　度

昭和58年度
昭和59年度

昭和60年度

昭和61年度
昭和62年度
昭和63年度
平成元年度
平成2年度
平成3年度

10



部 室（所） 課 室 係

施設管理係

廃棄物処理センター

埋立処分場

推進係

業務係

衛生処理場

環境施設課

ごみ政策室

庶務係

管理係

年　度

平成4年度
平成5年度
平成6年度
平成7年度

環境部 環境事業課

環境部

清掃事業所

衛生処理場

廃棄物処理センター

業務係

ごみ減量課

施設管理係

ごみ減量推進係

庶務係

事業計画係

平成8年度

11



部 室（所） 課 室 係

環境政策室

施設管理係

業務係

衛生処理場

庶務係

業務係

環境部 環境事業課 ごみ政策室

庶務係環境事業課

衛生処理場

環境施設課 施設管理係

環境部 環境政策係

庶務係

業務係

衛生処理場

環境施設課

環境施設課 施設管理係

廃棄物処理センター

埋立処分場

環境部 環境事業課 ごみ政策室

年　度

平成9年度

平成10年度
平成11年度

平成12年度
平成13年度

12



部 室（所） 課 室 係

斎場

環境施設課 施設管理係

業務推進係

環境部 資源循環課

環境事業課 庶務係

指導係

環境部 資源循環課 減量推進係

減量推進係

衛生処理場

斎場

環境事業課 庶務係

業務推進係

指導係

斎場

衛生処理場

環境施設課 施設管理係

業務係

環境施設課 施設管理係

環境政策係

環境事業課 庶務係

環境部 環境政策室

平成16年度
平成17年度
平成18年度

平成19年度

年　度

平成14年度
平成15年度

13



部 室（所） 課 室 係

環境施設課 施設管理係

斎場

平成20年度
平成21年度

経済環境部 資源循環課 減量推進係

指導係

環境事業課 庶務係

業務推進係

年　度

14



６　決算（清掃事業関係）
歳入 (単位:円)

平成19年度決算 平成20年度決算

使用料及び手数料 578,639,590 546,564,127

使用料 31,015,964 31,845,151

総務使用料 63,764 65,851

土地建物使用料 63,764 65,851

庁舎敷地等使用料 63,764 65,851

衛生使用料 30,952,200 31,779,300

墓所使用料 0 0

墓所使用料 0 0

斎場使用料 29,875,200 30,781,800

斎場使用料 29,875,200 30,781,800

納骨堂使用料 1,077,000 997,500

納骨堂使用料 1,077,000 997,500

衛生処理場使用料 0 0

衛生処理場使用料 0 0

手数料 547,623,626 514,718,976

衛生手数料 547,623,626 514,718,976

保健衛生手数料 441,816 439,216

墓地管理手数料 441,816 439,216

清掃手数料 547,181,810 514,279,760

塵芥処理手数料 408,794,960 388,240,590

し尿汲取手数料 138,076,850 126,039,170

一般廃棄物処理業許可申請手数料 275,000 0

浄化槽清掃業許可申請手数料 35,000 0

国庫支出金 678,926,000 524,998,000

国庫補助金 678,926,000 524,998,000

衛生費国庫補助金 678,926,000 524,998,000

清掃費補助金 678,926,000 524,998,000

低公害車重点導入推進事業費補助金 0 0

廃棄物処理施設整備事業費補助金（①） 678,926,000 524,998,000

府支出金 323,400 335,300

府補助金 323,400 335,300

衛生費府補助金 323,400 335,300

保健衛生費補助金 323,400 335,300

死体犬（猫）処理費補助金 323,400 335,300

諸収入 234,854,708 208,174,931

市預金利子 4,671 4,774

市預金利子 4,671 4,774

預金利子 4,671 4,774

市歳計現金等預金利子 4,671 4,774

貸付金元利収入 180,000,000 160,000,000

（財）八尾市清協公社貸付金返還金 180,000,000 160,000,000

（財）八尾市清協公社貸付金返還金 180,000,000 160,000,000

（財）八尾市清協公社貸付金返還金 180,000,000 160,000,000

雑入 54,850,037 48,170,157

雑入 54,850,037 48,170,157

車両事故等保険金収入 54,400 54,400

車両事故等保険金収入 54,400 54,400

塵芥処理工場有価物売却収入 52,821,127 45,279,404

塵芥処理工場有価物売却収入 52,821,127 45,279,404

雑入 1,974,510 2,836,353

電気・ガス・水道料等負担金 554,481 537,553

自動車重量税返還金 0 21,000

私用電報電話料金 3,811 3,003

公衆電話設置手数料 9,640 4,350

過年度支出金返還金 3,300 0

損害賠償責任保険金収入 0 486,077

再商品化有償入札収入拠出金 629,193 691,918

車両保険解約返戻金 0 62,333

車両事故負担金 0 0

その他 774,085 1,030,119

※①の再掲

逓次繰越分 673,107,000 0

現年度分 5,819,000 524,998,000

区分

１５



歳出 （単位：円）

平成19年度決算 平成20年度決算

４　　衛生費 5,857,276,325 5,609,326,927

１　　保健衛生費 147,884,738 155,783,241

２　　予防費 31,003,398 31,951,500

１３　委託料 31,003,398 31,951,500

５　　墓地火葬場費 116,881,340 123,831,741

２　　給料 12,696,000 12,864,300

３　　職員手当等 14,404,676 14,251,521

８　　報償費 0 0

９　　旅費 45,140 0

１１　需用費 53,047,458 61,429,675

１２　役務費 352,639 350,431

１３　委託料 33,999,289 31,677,456

１４　使用料及び賃借料 217,938 267,281

１５　工事請負費 1,155,000 0

１８　備品購入費 382,200 1,732,500

１９　負担金補助及び交付金 575,000 550,000

２２　補償補填及び賠償金 0 486,077

２３　償還金利子及び割引料 6,000 222,500

２　　清掃費 5,709,391,587 5,453,543,686

１　　清掃総務費 559,633,364 524,135,239

１　　報酬 686,000 481,000

２　　給料 119,863,500 113,815,480

３　　職員手当等 106,416,680 100,906,494

８　　報償費 91,782,163 83,713,990

９　　旅費 272,830 204,340

１１　需用費 28,905,516 31,572,121

１２　役務費 6,559,968 7,092,640

１３　委託料 147,580,765 145,678,510

１４　使用料及び賃借料 7,062,386 7,056,194

１６　原材料費 22,673 0

１８　備品購入費 935,445 105,240

１９　負担金補助及び交付金 47,219,338 30,469,030

２２　補償補填及び賠償金 54,400 12,600

２７　公課費 2,271,700 3,027,600

２　　塵芥処理費 2,421,056,504 2,409,612,414

２　　給料 634,346,568 613,542,160

３　　職員手当等 574,720,183 541,750,315

９　　旅費 191,600 0

１１　需用費 64,640,401 76,070,286

１２　役務費 3,162,012 2,913,165

１３　委託料 1,138,810,091 1,172,983,998

１４　使用料及び賃借料 1,167,180 1,168,230

１５　工事請負費 2,887,500 0

１６　原材料費 890,169 892,500

１８　備品購入費 0 11,760

１９　負担金補助及び交付金 240,800 280,000

区分

１６



３　　塵芥処理工場費 132,986,260 57,304,758

２　　給料 12,887,777 13,268,400

３　　職員手当等 10,316,480 11,954,109

９　　旅費 0 21,900

１１　需用費 38,791,812 6,909,303

１２　役務費 344,696 711,809

１３　委託料 70,325,685 23,058,527

１４　使用料及び賃借料 14,910 14,910

１８　備品購入費 0 0

１９　負担金補助及び交付金 97,000 947,500

２７　公課費 207,900 418,300

４　　し尿処理費 940,450,178 749,455,373

１１　需用費 115,489 110,943

１３　委託料 760,033,009 589,120,910

２１　貸付金 180,000,000 160,000,000

２３　償還金利子及び割引料 301,680 223,520

５　　衛生処理場費 222,547,347 262,286,197

２　　給料 0 0

３　　職員手当等 0 0

９　　旅費 65,040 71,380

１１　需用費 120,585,721 154,581,811

１２　役務費 225,497 176,661

１３　委託料 62,103,967 67,574,866

１４　使用料及び賃借料 1,113,378 289,527

１５　工事請負費 1,029,000 0

１６　原材料費 35,637,144 38,052,552

１９　負担金補助及び交付金 1,787,600 1,539,400

６　　清掃施設整備事業費 47,088,300 47,929,350

１５　工事請負費 0 0

１８　備品購入費 47,088,300 47,929,350

７    廃棄物処理施設整備事業費② 1,385,629,634 1,402,820,355

８　　報償費 0 0

９　　旅費 440,980 189,200

１１　需用費 127,459 318,950

１２　役務費 0 0

１３　委託料 30,618,650 22,387,336

１４　使用料及び賃借料 0 5,745

１５　工事請負費 1,353,564,945 1,364,862,600

１６　原材料費 535,500 0

１８　備品購入費 0 15,056,524

１９　負担金補助及び交付金 342,100 0

※②の再掲

９　旅費

逓次繰越分 344,980 189,200

現年度分 96,000 0

１１　需用費

逓次繰越分 0 316,070

現年度分 127,459 2,880

１３　委託料

逓次繰越分 23,633,750 15,414,336

現年度分 6,984,900 6,973,000

１５　工事請負費

逓次繰越分 1,341,983,745 49,101,750

現年度分 11,581,200 1,315,760,850

１７



平成２０年度　細目別　決算 (単位:円)

目 細　目
予防費

環境衛生防疫活動経費
墓地火葬場費

給料・職員手当
市営墓地管理運営経費
八尾市柏原市火葬場組合分賦金
斎場管理運営経費
納骨堂管理運営経費

清掃総務費
給料・職員手当
廃棄物減量等推進審議会委員１９人分報酬
あき地の適正管理に関する経費
公衆便所管理運営経費
有価物集団回収奨励経費
ごみ減量化推進経費
指定袋制分別収集経費
粗大ごみ戸別収集経費
環境啓発（教育）経費
フェニックス計画整備推進事業費
清掃庁舎管理経費
事務経費

塵芥処理費
給料・職員手当
塵芥焼却委託料
塵芥収集関係経費
埋立処分地管理運営経費

塵芥処理工場費
給料・職員手当
破砕工場管理運営経費
リサイクルプラザ管理運営経費

し尿処理費
し尿汲取及び手数料徴収業務委託料
（財）八尾市清協公社貸付金
事務経費

衛生処理場費
給料・職員手当
衛生処理場管理運営経費

清掃施設整備事業費
清掃運搬車購入費
廃棄物展開検査場整備事業費

廃棄物処理施設整備事業費
廃棄物処理施設整備事業費
合計

平成２０年度　その他人件費・管内旅費　決算 (単位:円)
墓地火葬場費 清掃総務費 塵芥処理費 塵芥処理工場費 衛生処理場費 計

0 25,636,057 0 0 0 25,636,057
0 8,446,170 320,806,878 0 0 329,253,048

41,191,653 96,150,849 4,673,364 30,149,756 0 172,165,622
41,191,653 130,233,076 325,480,242 30,149,756 0 527,054,727

墓地火葬場費 清掃総務費 塵芥処理費 塵芥処理工場費 衛生処理場費 計
0 31,100 0 0 0 31,100
0 28,310 12,500 0 0 40,810
0 46,280 0 15,700 0 61,980
0 105,690 12,500 15,700 0 133,890

注：その他人件費とは、共済費、退職手当、嘱託員・アルバイト賃金の合計。
　　部長、理事及び専任次長を除く。

0

222,292

計

資源循環課
環境事業課
環境施設課

36,524,865
11,451,887

1,155,292,475
1,165,259,915

決　　　算　　　額

管内旅費

その他人件費
資源循環課
環境事業課
環境施設課
計

31,951,500
31,951,500
123,831,741

481,000

7,803,157
69,750,052

27,115,821
10,907,204
550,000

85,236,216

266,985

10,416,567
124,858,298
18,798,162

28,840,000

72,133,603
16,926,421
57,304,758
25,222,509
17,527,300
14,554,949
749,455,373
589,120,910

47,929,350

262,286,197
0

262,286,197

5,609,326,927

22,500

1,402,820,355
1,402,820,355

47,929,350

524,135,239
214,721,974

2,409,612,414

160,000,000
334,463

１８



平成２０年度　清掃事業原価計算総括表（共済費・退職手当・アルバイト賃金・管内旅費を含む。） （単位：円）

焼却処理 破砕処理 選別処理

部　　門 部　　門 部　　門

清 1,881,581,032 0 1,881,581,032 1,628,046,116 0 221,486,428 0 221,486,428 32,048,488 1,881,581,032 0 0

報 償 費 83,713,990 0 83,713,990 83,713,990 0 0 0 0 0 83,713,990 0 0

掃 旅 費 549,330 0 549,330 276,250 0 273,080 0 273,080 0 549,330 0 71,380

需 用 費 111,636,293 0 111,636,293 97,448,288 0 6,253,799 1,147,721 7,401,520 6,786,485 111,636,293 0 154,581,811

事 諸 役 務 費 10,717,614 0 10,717,614 9,780,742 0 625,905 85,904 711,809 225,063 10,717,614 0 176,661

委 託 料 1,359,272,596 0 1,359,272,596 140,842,735 1,165,259,915 32,124,539 13,321,324 1,210,705,778 7,724,083 1,359,272,596 589,120,910 67,574,866

業 使 用 料 及 び 賃 借 料 8,260,629 0 8,260,629 7,233,444 0 20,655 0 20,655 1,006,530 8,260,629 0 289,527

工 事 請 負 費 1,364,862,600 0 1,364,862,600 0 0 1,364,862,600 0 1,364,862,600 0 1,364,862,600 0 0

関 経 原 材 料 費 892,500 0 892,500 0 0 0 0 0 892,500 892,500 0 38,052,552

備 品 購 入 費 15,173,524 0 15,173,524 105,240 0 15,056,524 0 15,056,524 11,760 15,173,524 0 0

係 負担金補助及び交付金 31,696,530 0 31,696,530 1,629,030 0 947,500 0 947,500 29,120,000 31,696,530 0 1,539,400

貸 付 金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160,000,000 0

決 費 補償補填及び交付金 12,600 0 12,600 12,600 0 0 0 0 0 12,600 0 0

償還金利子及び割引料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

算 公 課 費 3,445,900 0 3,445,900 3,027,600 0 418,300 0 418,300 0 3,445,900 0 0

小 計 2,990,234,106 0 2,990,234,106 344,069,919 1,165,259,915 1,420,582,902 14,554,949 2,600,397,766 45,766,421 2,990,234,106 749,120,910 262,286,197

額 47,929,350 0 47,929,350 47,929,350 0 0 0 0 0 47,929,350 0 0

4,919,744,488 0 4,919,744,488 2,020,045,385 1,165,259,915 1,642,069,330 14,554,949 2,821,884,194 77,814,909 4,919,744,488 749,120,910 262,286,197

－ － 4,919,744,488 2,020,045,385 1,165,259,915 1,642,069,330 14,554,949 2,821,884,194 77,814,909 4,919,744,488 749,120,910 262,286,197

－ － 88,674.76 62,554.72 84,124.51 3,594.06 2,796.35 87,254.09 1,420.67 － 26,118 58,942

－ － 55,481 32,292 13,852 456,884 5,205 32,341 54,773 － 28,682 4,450

－ － 18,056 7,414 4,277 6,027 53 10,357 286 － 26,568 －

－ － 42,126 17,297 9,978 14,060 125 24,163 666 － 82,213 －

総人口 272,469 人 総汲取人口 28,196 人

世帯数 116,786 世帯 汲取世帯数 9,112 世帯

19

中　　　間　　　処　　　理　　　部　　　門
ごみ関係経費

決算総額

ご　　　み　　　処　　　理　　　事　　　業　　　部　　　門　　　原　　　価

計

非原価

該当額

原価総額
収集運搬部門

一 世 帯 当 た り の 原 価

総 原 価

処 理 量 ( 単 位 : t)

単 位 当 た り 原 価

人 口 一 人 当 た り の 原 価

人 件 費

計

車 両 購 入 費

小　　計

し尿・浄化槽

汚泥処理費

し尿収集

運搬費
埋立処分部門
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